
健康寿命をのばそう！

アワード
第10回

母子保健分野

受賞取組事例
のご紹介



「健やか親子21」は、平成13年から開始した、母子の健康水準を向上させるための様々
な取組を、国民全体で推進する運動です。母子保健はすべての子どもが健やかに成長し
ていくうえでの健康づくりの出発点であり、次世代を担う子ども達を健やかに育てるた
めの基盤となります。安心して子どもを産み、健やかに育てることの基礎となる少子化
対策としての意義に加え、少子化社会において、国民が健康で明るく元気に生活できる
社会の実現を図るための国民の健康づくり運動（健康日本21）の一翼を担うものです。

平成27年度から始まった「健やか親子21（第２次）」では、10年後に目指す姿を 「す
べての子どもが健やかに育つ社会」として、国民の主体的取組の推進、参画団体の活動
のさらなる活性化、企業や学術団体との連携、協働による取組推進の体制づくり、健康
格差の解消に向けた国及び地方公共団体における取組の推進を図ることとしています。 

現在の母子保健を取り巻く状況を踏まえて３つの基盤課題を設定し、特に重点的に取
り組む必要のあるものを２つの重点課題としています。 

妊娠・出産・育児期における母
子保健対策の充実に取り組むと
ともに、各事業間や関連機関間
の連携体制を強化します。また、
情報を有効に活用し、母子保健
事業の評価・分析体制をつくり、
切れ目のない支援ができる体制
を目指します。

基盤課題Ａ

切れ目ない妊産婦・
乳幼児への保健対策

児童・生徒が、自ら心身の健康
に関心を持ち、健康の維持・ 
向上に取り組めるよう、様々な
分野が協力し、健康教育の推進
と次世代の健康を支える社会の
実現を目指します。

基盤課題B

学童期・
思春期から
成人期に向けた
保健対策

社会全体で子どもの健やかな成長を見守り、子育て世代の親を孤立
させないよう支えていく地域づくりを目指します。国や地方公共団
体による子育て支援施策に限らず、地域にある様々なNPOや民間
団体、母子愛育会や母子保健推進員等との連携を進めていきます。

基盤課題C

子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

児童虐待の発生を防止するためには、
妊娠期の母親に向けた情報提供等、早
期からの予防が重要です。また、でき
るだけ早期に発見・対応するために新
生児訪問等の母子保健事業と関係機関
の連携を強くしていきます。

重点課題2

妊娠期からの
児童虐待防止対策

親子それぞれが発信する様々な育てに
くさのサインを受け止め、丁寧に向き
合い、子育てに寄り添う支援を充実さ
せることを重点課題の一つとします。

重点課題1

育てにくさを
感じる親に
寄り添う支援

シンボルマーク
すこりん

詳細はホームページをご覧ください。
URL：http://sukoyaka 21.jp/

健やか親子21（第2次）とは

健やか親子21（第２次）
で掲げる

３つの
基盤課題と
２つの
重点課題
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「健康寿命をのばそう！アワード」は、平成24年度より、あらゆる世代の健
やかな暮らしを支える良好な社会環境の構築を推進することを目的として、生
活習慣病の予防、地域包括ケアシステムの構築に向けた介護予防・高齢者生活
支援に関して優れた取組を行う企業・団体・自治体を表彰する制度です。平成
27年度より新たに「母子保健分野」を創設し、母子の健康増進を目的とする
優れた取組の表彰を行っています。今年度は38件（企業16件、団体16件、
自治体6件）の応募を受け、有識者による評価委員会で審査・選出された取組
事例から厚生労働大臣賞、厚生労働省子ども家庭局長賞を決定しました。

主催 厚生労働省

実施期間 《応募受付》令和3年7月1日（木）〜令和3年8月23日（月）
《表彰式》中止　令和3年11月26日（金）　厚生労働省ウェブサイトにて発表

応募対象 すべての子どもが健やかに育つ社会の実現に向け、母子の幸せで健康な暮らしを支
援するための優れた取組を行っている企業・団体・自治体

募集部門 ①企業部門　②団体部門　③自治体部門

表彰

厚生労働大臣賞
最優秀賞（1件）／企業部門優秀賞（1件）／団体部門優秀賞（1件）／自治体部
門優秀賞（1件）
厚生労働省子ども家庭局長賞
企業部門優良賞（5件以内）／団体部門優良賞（5件以内）／自治体部門優良賞（5
件以内）

評価委員長
岡　明	 	埼玉県小児医療センター病院長	 	

健やか親子２１推進本部　会長

評価委員
石上　千博	 日本労働組合総連合会　副事務局長
大下　英和	 日本商工会議所産業政策第二部　部長
奥山千鶴子	 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長　NPO法人びーのびーの理事長
関田　苑子	 KODOMOLOGY株式会社　価値開発本部マネージャー
山縣然太朗	 山梨大学大学院総合研究部医学域　教授
山本　圭子	 厚生労働省子ども家庭局母子保健課　課長	 （50音順）

健康寿命をのばそう！ アワード
母子保健分野とは

第10回　健康寿命をのばそう！ アワード（母子保健分野）　実施概要
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国民運動計画「健やか親子21」は、20世紀に行わ
れた母子保健の取組の成果を踏まえ、残された課題と
新しく生じてきた課題を整理し、21世紀のこれから
の時代に必要な母子保健分野の取組を提示するもので
す。このビジョンを達成するため、関係する機関・団
体が一体となって取り組む様々な活動が「健やか親子
21」の骨格となっています。

平成27年度から始まった「健やか親子21（第2次）」
では、すべての子どもが健やかに育つ社会を実現する
ために、全国どこでも一定の質の母子保健サービスを
受けられることと、疾病や障害、経済状態等の個人の
家庭環境の違いなどの多様性を認識した母子保健サー
ビスを展開することを目指しています。令和3年度は
7年目を迎えました。 

母子保健分野での国民運動を実施している国は少な
く、わが国のこの活動は世界的にも非常にユニークで
貴重な取組です。「健やか親子21（第2次）」の具体的
取組を、国民の多くの方に知っていただくための取組
の一つとして、「第10回健康寿命をのばそう！アワー
ド（母子保健分野）」を実施しました。

今回は健やか親子21で掲げる課題に合致する母子
保健の向上に向けた活動をされている企業、団体、自
治体から38件の応募（企業16件、団体16件、自治体
6件）を戴きました。コロナ禍という状況から生まれ
た、新しい生活様式に対応するよう工夫を凝らした取
組など、大変興味深い取組が多くありました。いずれ
の活動も健やか親子21の趣旨に沿った大切な取組で
あったと思います。厳正な審査を経て、厚生労働大臣
賞最優秀賞には、双子等妊娠期サポート事業を行う「岐
阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課」が選ば
れました。育児の負担が大きい多胎児の支援について、
県として取り組んでいる点や、妊娠時からピアサポー
ターの支援による関係づくりを進めている点が高く評

価されました。厚生労働大臣優秀賞企業部門では、親
子でアトピーの症状の記録や利用者間でコミュニケー
ションがとれる「アトピー見える化アプリ︲アトピヨ」
を開発・運営する「アトピヨ合同会社」が選ばれまし
た。症状に着目した独創性と、アトピー以外の症状で
も同様の取組が可能であり、今後の広がりが期待でき
る点が評価されました。厚生労働大臣優秀賞団体部門
では、岩見沢市と協力し母子に一番優しいまちづくり
を目指す「北海道大学COI『食と健康の達人』拠点」
が選ばれました。在宅・遠隔妊産婦健診・診療は、コ
ロナ禍において先進的な妊産婦支援であると考えられ
る点や、大学が主体的に自治体、企業、妊婦等と取り
組む好事例である点が評価されました。厚生労働大臣
優秀賞自治体部門では、母子保健の縦断調査に基づき
母子保健・学校保健活動を行う「甲州市」が選ばれま
した。自治体が大学と連携をして33年間の長期に渡
って妊婦・乳幼児〜思春期の生活習慣等の調査を行い、
調査結果に基づいて母子保健計画を作成するという枠
組みは非常に建設的な取組であるとともに、今後も継
続可能な体制となっている点が評価されました。

厚生労働省子ども家庭局長賞優良賞には、企業部門
2件、団体部門4件、自治体部門1件の計7件が選ば
れました。それぞれ妊娠期から子育て期、思春期と、
大変重要な課題に向き合い地道に活動を続けており、
今後の広がりが期待できる素晴らしい取組でした。

これらの企業・団体・自治体の活動は、妊娠期から
子育て期、学童・思春期にわたる母子の幸せで健康な
暮らしを支える社会環境を構築するための具体的な活
動の例として大いに参考になります。受賞結果は令和
3年11月26日に厚生労働省ホームページ上で公表さ
れました。

本顕彰事業を通じ、企業、団体、自治体での母子の
健康増進を目的とする優れた取組がさらに全国に広が
ることを期待します。

母子保健分野　評価委員長

岡　明
埼玉県小児医療センター病院長　
健やか親子21推進本部　会長

巻頭に
寄せて
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厚生労働大臣最優秀賞

双子等妊娠期サポート事業   岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課　5-6

自治体部門

厚生労働大臣優秀賞
母子保健縦断調査（通称：甲州プロジェクト）に基づく母子保健・学校保健活動   甲州市　7

厚生労働省子ども家庭局長優良賞
子育て世代包括支援センターと児童館が連携した切れ目ない支援体制づくり  
〜1stアニバーサリー事業をとおして〜   小牧市　8

企業部門

厚生労働大臣優秀賞
親子で活用できるアトピー症状管理アプリ「アトピー見える化アプリ-アトピヨ」   アトピヨ合同会社　9

厚生労働省子ども家庭局長優良賞
可動式ベビーケアルーム「mamaroＴＭ」を用いた子育てしやすい社会、外出がしやすい社会の実現   Trim株式会社　10

オンライン ベビカム 両親学級   ベビカム株式会社　11

団体部門

厚生労働大臣優秀賞
母子に一番優しいまちの実現（北海道大学COI・岩見沢市）   北海道大学COI『食と健康の達人』拠点　12

厚生労働省子ども家庭局長優良賞
乳幼児から大人まで全ての人を対象とした「生と性の健康教育」  
〜自尊感情を高めるための取り組み〜   ナーベルプラ座　13

慢性疾患をもつ思春期の子どものピアサポートプログラム   福岡大学筑紫病院小児IBD研究会　14

全国初のオンライン専門子育てひろば事業「ママこぺる」  
〜コロナ禍以前からの取り組み〜   一般社団法人オンライン子育てひろば協会　15

せかままcafe（世界のママが集まるオンラインカフェ）   せかままcafe（世界のママが集まるオンラインカフェ）　16

目次



 ■背景
岐阜県では従来よりNPO法人ぎふ多胎ネットの活動により多
胎の妊娠・出産・育児を支える体制はあったが、行政の多胎支援
事業を見ると一部市町村では実施しているものの、すべての市町
村で実施はしておらず、特に出生数が少ない市町村では多胎出生
数も少なく、事業への取組が進まなかった。
そこで、県内すべての市町村で支援が展開できるよう県として
予算を確保し、活動実績のあるぎふ多胎ネットに委託することで
2015年より多胎プレママパパ教室を実施していた。
事業を実施する中で、多胎家庭の支援としてピアサポートが効
果的であることが確認できた。また多胎児妊娠中は自宅安静や管
理入院となることが多いためアウトリーチ型の支援の必要性を感
じた。
そこでピアサポーターを活用した個別支援事業の効果を期待
し、令和2年度から、多胎育児の経験のあるピアサポーターが、
自宅や病院へ訪問する事業を開始した。誰ひとり取り残すことが
ないよう全市町村で支援ができることや、地域でピアサポートと
行政、医療が連携協働した地域包括型の充実した支援体制の整備
は、行政（県）の役目と考え、事業を実施することとした。

 ■取組のねらい・目標
本取組のねらいは、多胎妊婦や多胎児を育てる家庭の不安や孤
独感を軽減し、妊娠期からの介入によって多胎家庭の虐待防止を
図ることである。
このため多胎妊婦と家族に対し、多胎特有の出産や育児の情報
提供並びに相談や交流の場としての多胎プレママパパ教室を開催
し、出産や産後の不安の軽減、多胎家庭同士の仲間づくりの推進
を図るとともに、入院や自宅療養等で教室に参加できない場合も、
孤立や情報不足による育児不安を防ぐため、母子健康手帳交付後、
多胎妊婦1人にピアサポーター1人が付き、妊娠期を伴走する「ぎ
ふモデル」システムを構築し、誰1人取り残さず支援につなげる
ようにした。

 ■取組内容
多胎プレママパパ教室の開催と多胎妊婦訪問等支援事業を実施

（ぎふ多胎ネットへ事業委託）している。
市町村窓口における母子健康手帳交付時に、事業の紹介と個人
情報の取扱いに関する同意書を徴したうえで、ぎふ多胎ネットへ
提供している。その後、ぎふ多胎ネットの担当者から多胎妊婦へ
定期的に連絡が入り、情報提供や相談活動に当たり支援につなげ
る体制をとっている。
ぎふ多胎ネットが支援をした際に気になる妊婦がいる場合は、
市町村へ情報提供をするなど、双方に情報の共有・連携をはかっ
ている。
県、市町村、ぎふ多胎ネットは定期的に会議する場を持ち、情
報交換したり、個別事例だけでなく、事業の評価や改善策を検討
している。
多胎プレママパパ教室では、先輩パパママとの交流、専門職に
よる多胎妊娠や出産に関する知識の普及を行い、父親も含めた家
族支援の場としている。
多胎妊婦訪問等支援事業については、早期に管理入院や自宅療
養となり自分から積極的に動くことができない妊婦への効果的な
支援として医療機関や自宅への訪問事業を行っている。

 ■今後の課題
実際に大変さを実感し、育児困難感を抱くのは産後であること
から、行政としては、支援を妊娠期だけでなく育児期にも拡大し
ていくことや、被支援者を次のサポーターとして育成することで
「ぎふモデル」の拡大と継続を図りたい。

受賞者名

岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課
取組タイトル

双子等妊娠期サポート事業
所在地 	〒500-8570　岐阜県薮田南2-1-1
電話 	058-272-1111
ウェブサイトURL 	https://www.pref.gifu.lg.jp/page/166782.html
取組課題 	基盤課題C「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」

厚生労働大臣最優秀賞厚生労働大臣最優秀賞厚生労働大臣最優秀賞厚生労働大臣最優秀賞厚生労働大臣最優秀賞
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います。さらに事業評価と共に、保健師自らが学会等へ報告を行
っています。

 ■取組の評価
当市では母子保健計画を作成しており、母子保健調査を活用し

数値目標をかかげており、評価に活用しています。
思春期調査については、分析結果を学校に報告し個別支援や講

演会や保護者向けの資料を作成し活用しています。

 ■今後の課題
思春期調査を学校現場で個別指導に活用するために関係者との

連携が課題です。また現在妊娠期から思春期まで調査により明ら
かになってきている課題を、今後成人期、高齢期の保健施策へと
つないでいき、生涯を通じた健康支援（ライフコース・ヘルスケア）
の基盤づくりをすることが課題です。

 ■事業目的
当市では、市民の生涯にわたる健康づくりを支援するため、調

査により市民の生活・健康課題を明らかにして、地域の現状を踏
まえ科学的根拠に基づく、豊かで健やかな生活を送るための対策
を講じ保健医療活動を通じて市民に還元していくことを目指し取
組んでいます。

 ■事業概要
妊婦・乳幼児を対象とした調査（以下母子保健調査という）を昭

和63年から33年間、児童生徒を対象とした調査（以下思春期調
査という）を平成18年から15年間実施しています。

母子保健調査では生活習慣、育児の様子、身体データを、思春
期調査（小学校4年生から中学校3年生）では生活習慣（インター
ネット等の使用も含む）、心の健康、骨密度、身体データを調査し、
個人情報を外した電子データを作成し山梨大学大学院総合研究部
医学域社会医学講座に分析を依頼しています。また健康課題の因
果関係を明らかにできるよう個人同定のためIDを設け、妊娠期
及び乳幼児期から思春期までを突合し、縦断的データとして管理
しています。

甲州プロジェクトは大学、健康増進課、教育総務課が集まり年
2回全体会議を行い、年間計画・課題の共有と解決に向けての取
組について意見交換を行います。また、リーフレットの作成等、
必要時ワーキングを行い事業を深めてきました。

 ■事業成果
母子保健調査の分析結果は甲州市の母子保健計画や健康増進計

画に反映され、得られた成果は乳幼児健診の中で啓発等リーフレ
ットにして市民に還元しています。

また、思春期調査から明らかになってきた健康課題について、
学校が中心となり保護者へ講演会や児童生徒への健康教育に活用
し、また市広報に掲載するなど広く市民に還元する取組を行って

受賞者名

甲州市
取組タイトル

所在地  〒404-8501　山梨県甲州市塩山上於曽1085-1
電話  0553-33-7811
取組課題  基盤課題B「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策」
 基盤課題C「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」
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